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研究成果の概要（和文）：本研究の目的は、家族間で生じる高齢者虐待を予防するために、専門職と地域住民が連携し
て家族を支援できる方法を開発することである。司法領域の修復的正義アプローチに着目し、1次予防の葛藤解決サー
クルと0次予防のトーキングサークルというふたつの実践モデルを開発した。トーキングサークルはお互いを知り合う
・関係つくりに位置付けられる。葛藤解決を依頼されたケースは認知症初期治療を要すケースだった。そこで0次予防
のトーキングサークルを高齢者デイサービスで開始した。関係つくりで社会的孤立を予防し、高齢者にRJサークルに慣
れてもらえれば1次予防につなぐことができる。高齢者虐待の新たな予防的介入方法を開発した。

研究成果の概要（英文）：Our Purpose was to Develop Prevention Approach on Elder Abuse in Families. We 
focused on Restorative Justice Approach, and develop two practice models. One is RJ Talking Circle Model, 
this aim to Get Acquainted and Build Relationships. The other is Conflict Resolution Model, this aim to 
restore the relationship between seniors and adult child. We set Primary prevention and Zero-order 
prevention. RJ Talking Circle Approach is for Zero-order prevention Approach. Referred cases for RJ 
Conflict Resolution were needed medical treatment for their Neurocognitive disorders much more than 
conflict resolutions. Then we started RJ Talking Circles with seniors at Day Care Centers in community. 
Social isolation is an important risk factor of elder abuse. Being Familiar to RJ Circle will be helpful 
for seniors’ conflict resolution in future. This old and new approach will be helpful for elder abuse 
prevention.

研究分野： 社会福祉学

キーワード： 高齢者虐待　家族支援　予防的介入　地域住民　修復的正義　ＲＪサークル　葛藤解決　社会的孤立の
予防
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 
高齢者虐待（以下、「虐待」と略す）の防

止では、被虐待高齢者の保護や再発防止だけ
でなく、虐待が危惧される時点から早期発見
し、早期に介入して未然に防ぐことを重視し
ている。しかしこれまでの研究から早期発
見･早期介入に必須の地域住民との連携にお
いて、地域住民には通報にためらいがあった。 
対応において被虐待高齢者が家族と分離

されて施設保護される結果に対して、高齢者
や家族の助けになったのかという疑義があ
るからである。地域住民は通報において高齢
者と家族のさらなる関係悪化や、高齢者自身
の支援にならないことを恐れており、実際に
通報したことのある住民たちから「通報して
も高齢者の役に立てて良かったと思えなか
った」という訴えがあった。このことから、
専門職による予防的な介入方法の開発が必
要であると考えた。 
 
２．研究の目的 
 
本研究の目的は、早期に発見された虐待疑

いケースに対する予防的介入方法を開発す
ることである。早期発見ケースに対する予防
的介入方法に必要な要素を検討し、実際に
「虐待」対応している地域包括支援センター
（以下、「包括」と略す）の専門職や地域住
民らと共に、有効と考えられる予防的介入方
法を開発する。 
 
３．研究の方法 
 
 前半ではインタビュー調査による情報収
集と文献研究で、収集した情報に伴い必要と
考えられる分析と先行研究の読み込みを高
齢者領域の研究に限定せず実施して予防的
介入方法を探索する。後半では前半で特定し
た介入方法に限定してアクションリサーチ
を行う。 
 
１）インタビュー調査 
高齢者虐待に対応した経験のある地域住

民や専門職を対象に、早期発見ケースにおけ
る高齢者虐待対応での困難さやその内容を
聴取する。特に「専門職や行政には言わない
でほしい」と被虐待高齢者が発言する背景を
探る。 
 

２）通報率、社会環境要因に関する分析 
高齢者虐待に関する先行研究の分析から、

個人要因だけでなく社会環境要因との関連
を通報率に着目して分析する。通報される虐
待事例は氷山の一角と言われるが、真の虐待
件数の把握は非常に困難なので、本研究では
通報件数に着目し、先行研究結果を比較する。
またわが国の既存統計｢公表統計｣を分析し、
専門職が地域住民と連携する上で検討すべ
き課題や留意点を考察する。 

 
３）介入方法に関する文献調査 
介入方法に関する先行研究を、高齢者虐待

に限定せず、児童虐待やドメスティックバイ
オレンスなど関連領域を広げながら情報収
集して検討する。できるだけエビデンスが得
られている介入方法を探索する。 
 

４）アクションリサーチ 
家族間における高齢者虐待での予防的介

入方法として、有効と考えられる方法を特定
し、現在の日本に見合う実践モデルを、実際
に「包括」などで「虐待」対応している専門
職や、さらには地域住民と共に参加共同型で
開発する。 
この開発した実践モデルの実施を実際に

試みて、さらに検討を加えて改良する。この
プロセスを参加共同型で繰り返し、家族関係
が悪化する超早期に介入できる予防的介入
方法を開発する。 
 
４．研究成果 
 
１）インタビュー調査から 
 
①関係悪化の超早期での体験 
「専門職や行政に通報しないでほしい」と

言う被虐待高齢者を知る地域住民に対して、
インタビュー調査を行った。その結果、家族
関係悪化の超早期に、実は専門職や行政に相
談した経験があり、その際に「家族で良く話
し合うように」と助言されていたことがわか
った。高齢者とその家族は、他からの介入が
ないまま家族関係はさらに悪化し、緊急性が
危惧される状況になったとき、被虐待高齢者
は「専門職や行政には言わないでほしい」と
発言していたことがわかった。 
②早期発見ケースへの「虐待」判断 
高齢者虐待に至るのではないかと案じら

れ、通報相談した住民が、通報後の状況確認
で、「虐待」事例ではなく困難事例・見守り
事例と判断されたことに対し、「虐待」を疑
った自身の判断を後悔していた。「虐待」が
危惧された段階では「虐待」ではないという
ことで、「次回からは危険性が迫ってから通
報することにし、早期での通報を控えようと
思う。」と発言していた。 
啓発では、早期に発見して通報相談してく

れるよう伝えているが、その通りに行動した
地域住民に、行動して良かったと思える結果
にはなっていなかった。 
③関係悪化を招いた要因と理の所在 
通報行動に至るまでの「虐待」判断におけ

る逡巡は、ケアマネジャーなどの専門職にも
あった。被虐待高齢者と加害に位置付けられ
る子との関係において、関係悪化の背景に、
子に理がある場合、その結果としてネグレク
ト状態になっていることがある。 
意図的であるか否かに関わらず、結果とし

て「虐待」の状況にあれば、それは「虐待」



なのだが、実際に具体的な対応を検討すると
き、高齢者とその成人した子に対してどのよ
うに関与するのがふさわしいのか、そもそも
「虐待」と判断すべきなのか悩むという事例
を話してくれたケアマネジャーがいた。 
この場合も緊急性が高くならないよう見

守り、早期での介入は難しい。通報したとし
ても対応は同様になるのではないかと悩ん
でいた。このようなケースに対応できる、家
族関係悪化の超早期での介入方法が見当た
らなかった。 
④「法」の定義と対応における「虐待」判断 
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対す

る支援等に関する法律（以下、「法」）では、
「虐待」の定義を抽象的表現で定義しており、
マニュアルにおいて、対応での具体的な判断
を示している。それによれば、早期「虐待」
が危惧されるケースも含む者が多い。しかし
ながら実際の対応では、分離保護などの緊急
介入を要する事例を「虐待」事例と呼ぶこと
が多いと想定される。個々の専門職や自治体
担当者の経験的な判断基準には、早期発見ケ
ースにおいて齟齬が大きく、経験を重ねてい
っても判断基準として収斂していかない可
能性が予想された。 
⑤早期発見ケースへの「虐待」判断 
予防的介入時には、高齢者やその家族に

「虐待」という言葉を用いることは、ふさわ
しくない。なぜならば被虐待高齢者にも家族
にも二次被害を招く危険性があるからであ
る。専門職には、法的には「虐待」と認識す
ることを求め、しかし実践では「虐待」とい
う言葉を用いないよう求められている。 
このようなアンビバレントな使い分けは

専門職であっても容易いことではない。加え
て「虐待」判断に齟齬が大きい場合、実践現
場では、専門職も住民も「虐待」判断に悩み、
アセスメントギャップは埋まらず、関係者間
における認識の不一致や介入での足並みの
乱れは止まない可能性が高い。「虐待」対応
では、高度の多職種連携が求められることか
ら、早期ケースへの予防的連携、介入方法が
求められる。 
 

２）通報率、社会環境要因に関する分析から 
 
①アジア文化圏の特徴と文化背景 
 わが国の｢公表統計｣2007-2009 年による発
見率は３年間平均で 0.05％。これに対しニュ
ーサウスウエルズ州(豪)の４つの高齢者ケ
ア･アセスメントチーム(ACAT)への相談通報
で虐待と判断されていたのは 1.2%、コネチカ
ット州(米)の成人保護サービス(APS)での判
断では 1.6％、そして全米高齢者虐待問題研
究所の成人保護サービス(APS) 10年間平均で
は 1.0%であった。わが国の発生率とは、ふた
桁もの大きな開きがあった。 
シンガポールとカナダの病院に搬入され

た患者に虐待があったかを評価して発生率
を算出した先行研究の比較では同様に発生

率にふた桁以上の開きがあり、この大きな発
見率の差は、｢虐待｣が社会的文化的な影響を
受けることから日本やシンガポールという
アジア文化圏とアメリカ･オーストラリア･
カナダ等の欧米文化圏との差とも考えられ
えた。 
アジア文化圏にある日本では家族による

｢虐待｣の発生が極めて低いので発見率も低
いのか、｢虐待｣は極めて隠ぺいされるので発
見率が低いのか、もし発生が極めて低いのだ
とすれば｢虐待｣対応において、この社会的価
値規範を維持するために今、社会的責任にお
いて適切に介入し、この文化を継承すること
が重要だろう。しかし、もし極めて高度に隠
ぺいされ発見され難いのであれば、わが国で
は啓発などによる相談･通報に待つのでなく、
｢虐待｣を積極的に発見することを政策的に
実施していくことが必要といえる。 
②アセスメントギャップ 
｢公表統計｣の分析から、通報された被虐待

高齢者の増加率は高齢人口の増加率に比例
して増加せず、減少しているように見える。
しかし経験的に実際の虐待事例が減少して
いるとは考え難く、この見かけの減少は、「虐
待」判断におけるアセスメントギャップの結
果と推測される。法施行の当初は「虐待」事
例として計上された事例が、いつのまにか支
援困難事例として分類された可能性がある。 
③対応の優先性に関するアセスメント 
｢虐待｣判断におけるアセスメントギャッ

プは、アメリカの「虐待」判断でも同様に生
じていることがわかった。ジョージア州では、
このような判断基準の揺れや幅を小さくす
るために、「虐待」判断とは別に、介入の優
先性に関するアセスメント基準が設けられ
ていた。 
 

３）介入方法に関する文献調査から 
 
①援助関係を形成する上での困難さ 
家族間トラブルの場合、保護の必要性・緊

急性が低ければ介入に高齢者本人の同意を
必要とする。しかし高齢者本人は子からの暴
言暴力や経済搾取を子育ての失敗と感じ、子
からの虐待を認めず介入を拒否する場合が
多い。本人の意思であるためにソーシャルワ
ーカーには必要な支援を提供できない困難
な状況が生まれる。このようなインボランタ
リー・クライエントとの関係形成作りに苦慮
するソーシャルワーカーは多く、副田らによ
りスリーＡアプローチという日本版のサイ
ンズオブセイフティ高齢者バージョンが開
発された。この方法は大変優れた方法だが、
残念ながら地域住民との連携においては活
用が難しかった。 
②高齢者虐待に生じる特徴から 
長期にわたる家族関係の悪化から被害加

害の判別が困難という特徴がある。主たる発
生要因の特定が極めて困難で解決すべき問
題は迅速に改善できないものが多い。このた



め問題を特定して解決する問題解決アプロ
ーチでの予防効果は限定的と考えられた。 
認知行動療法や家族療法においても｢虐

待｣の場合、高齢者と家族の両者に被害加害
意識が希薄という特徴があるため、関係悪化
の早期に治療への動機づけは難しい。 
加えて治療に位置付けることは、その家族

を正常からの逸脱とみなすことになるので
スティグマを付与し、エンパワメントという
点で好ましくない影響が危惧される。 
③修復的正義アプローチ 
上記の理由から、司法領域で紛争解決の方

法 と して注 目 されて い る修復 的 正 義
(Restorative Justice 以下、ＲＪ）に着目す
ることにした。 
ＲＪは合意形成という手法なので治療に

位置づける必要がなく、ＲＪ対話の参加者に
満足感が高いことから高齢者にも促しやす
い。犯罪者においてＲＪ対話を経験した者に
再犯率が低いというエビデンスも確認され
ている。学校でのいじめ、児童虐待にも適用
されており、ドメスティック・バイオレンス
(ＤＶ)においてもＲＪ実践は拡がっていた。  
夫婦合同面接療法の研究報告において個

別療法よりＤＶ常習者の再犯率が低下した
というエビデンスが報告され、同様に期待で
きる方法としてＲＪが報告されていた。 
 

４）アクションリサーチ 
 
①実践モデルの開発 
開発では、日本で犯罪被害者加害者対話の

会や学校のいじめ予防でＲＪを実践してい
た専門家に学び、｢虐待｣対応している社会福
祉士らとともに実践モデルを試案した。当初、
試案した実践モデルはカンファランス形式
で、家族療法やグループカウンセリングのト
レーニングをあまり受けていない社会福祉
士やケアマネジャーにはスキル習得が容易
ではないと考えられた。 
そこで家族療法などのトレーニングをあ

まり積んでいない専門職でも実施が比較的
容易となるサークルという形式に変更して、
カナダにおける葛藤解決のＲＪサークル実
践モデルを参考に日本版実践モデルを開発
した。このＲＪサークルは、葛藤解決だけで
なく、お互いを知りあう、つながりあう、課
題に取り組む、行動計画をつくるという課題
に取り組むことができ、それぞれの目的に焦
点化してトーキングサークルを実施するこ
とができる。 
②1次予防における実践の試み 
1 次予防として、緊急性はまだ高くない、

早期ケースへの葛藤解決サークルを試みた。
周囲の関係者にＲＪを理解してもらうこと
が必要なので、Ａ自治体と連携して、その自
治体における「虐待」関係者、行政担当者、
「包括」の職員、ケアマネジャー、障害者へ
の虐待対応関係者ら研修を実施したのちに、
依頼を受けることにした。 

この葛藤解決モデルに対し、専門職の期待
は高く、開催した研修会では予想を上回る受
講者があった。研修後に約 2例の依頼を受け
たが、いずれも葛藤解決の前に認知症初期治
療を要するケースで、実践に至らなかった。 
研修後のアンケート結果から、高齢者と家

族のサービス利用における意見の不一致が
大きく、双方の利用意向に対して、高齢者の
意向尊重が第一義のため、ケアマネジャーの
立場で、家族と高齢者の利用意向を調整する
ことが難しいことが分かった。 
③0次予防での実践モデル開発と実践 
1 次予防の前に、ＲＪサークルで話し合う

ための社会環境が必要と考えられたので、地
域啓発と「虐待」関係に陥る可能性のある介
護家族、男性介護者の会、地域サロン、認知
症高齢者の勉強会などで、お互いを知る・つ
ながり合うためのＲＪトーキングサークル
を 0次予防として実施した。 
ＲＪトーキングサークルでは、ツールとし

て言葉カード、絵カード、写真カードを用い、
参加者が 7-8 人のサークルならば４順で 50
分程度、どのような「問い」をサークルキー
パーとして参加者に問いかけるかの実践モ
デルを開発した。この方法は地域住民だけで
なく専門職にも好評で、緊急対応に追われる
専門職がつい忘れがちになる傾聴の基本を
振り返るのに有効であった。 
高齢者にＲＪトーキングサークルに慣れ

てもらうことで、将来、必要なときには高齢
者が葛藤解決サークルに参加しやすくなる
ことから、高齢者デイサービスセンターにお
けるＲＪトーキングサークルを実践するこ
とにした。その結果、認知機能の低下した高
齢者を含む実践モデルを開発できた。 
ＲＪサークルの実践から次の発見があっ

た。要介護度と対話能力は必ずしも一致して
おらず、認知機能の低下した高齢者であって
も補助者をつけることで十分に話し合える
可能があるとわかった。 
またデイサービスセンターでいつも顔を

合わせていても、よく話しをする人とそうで
ない人のサブグループに分かれるが、ＲＪト
ーキングサークルを実施することで、異なる
グループ間にも新たなつながりが生まれた。
社会的孤立の予防に有効なことが分かった。
参加した高齢者は、自分の話しをみんなに傾
聴してもらえることで大きな満足感を得、お
互いの体験や価値を共有することができた。 
 

５）今後の展望 予防介入システムの検討 
1 次予防の実践がどのようにできているの

かを、先進地カナダ、キッチナーを訪問して
ケース紹介経路を視察した。その結果ＲＪ実
践のケース依頼には、高齢者虐待レスポンス
チームという警察と保健福祉の連携チーム
の働きがあり、コミュニティにも NGO など市
民活動が必要であることがわかった。 
カナダでは、ノバスコシア州でも州政府主

導によりキッチナー方式が導入され成果を



上げていた。 
日本での1次予防における実践には、今後、

市民活動の育成、予防ケースの振り分けと予
防連携パスなどのシステム構築が必要と考
えられる。現在、その導入方法の検討に取り
組んでいる。 
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